
福 祉 三 団 体 再 編 検 討 有 識 者 会 議 傍 聴 要 領  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は 、 福 祉 三 団 体 再 編 検 討 有 識 者 会 議 （ 以 下 「 会 議 」 と い

う 。 ） の 傍 聴 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 傍 聴 席 の 区 分 ）  

第 ２ 条  傍 聴 席 は 、 一 般 席 、 車 椅 子 使 用 者 席 及 び 報 道 関 係 者 席 に 分 け る 。  

（ 傍 聴 人 の 定 数 ）  

第 ３ 条  傍 聴 人 の 定 数 は 、 一 般 席 20名 、 車 椅 子 使 用 者 席 若 干 名 、 報 道 関 係

者 席 若 干 名 と す る 。  

（ 傍 聴 の 手 続 き ）  

第 ４ 条  会 議 の 会 議 を 傍 聴 し よ う と す る 者 は 、 会 議 の 開 催 日 の 前 日 ま で に

企 画 政 策 室 企 画 調 整 課 窓 口 に て 直 接 傍 聴 を 申 し 込 み 、 又 は 電 話 、 郵 便 若

し く は 電 子 メ ー ル そ の 他 の 通 信 手 段 に よ る 方 法 で 傍 聴 を 申 し 込 ま な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 や む を 得 な い 事 由 が あ る 場 合 は 、 当 日 会 場 に て 傍

聴 を 申 し 込 む こ と が で き る も の と す る 。  

（ 傍 聴 席 以 外 の 入 場 禁 止 ）  

第 ５ 条  傍 聴 人 は 、 傍 聴 席 以 外 に 入 る こ と が で き な い 。  

（ 傍 聴 席 に 入 る こ と が で き な い 者 ）  

第 ６ 条  次 に 該 当 す る 者 は 、 傍 聴 席 に 入 る こ と が で き な い 。  

(1)  銃 器 、 火 薬 そ の 他 危 険 物 を 持 っ て い る 者  

(2)  酒 気 を 帯 び て い る と 認 め ら れ る 者  

(3)  ラ ジ オ 、 拡 声 器 、 マ イ ク そ の 他 会 議 を 妨 害 し 、 又 は 人 に 迷 惑 を 及

ぼ す と 認 め ら れ る も の を 持 っ て い る 者  

(4)  前 各 号 の ほ か 、 会 議 の 委 員 長 が 、 職 務 執 行 上 支 障 が あ る と 認 め る

者  

（ 傍 聴 人 の 守 る べ き 事 項 ）  

第 ７ 条  傍 聴 人 は 、 傍 聴 席 に あ る と き は 、 次 の 事 項 を 守 ら な け れ ば な ら な

い 。  

(1)  静 粛 を 旨 と し 、 騒 ぎ 立 て る 等 議 事 の 妨 害 と な る よ う な 行 為 を し な

い こ と 。  

(2)  会 議 に お け る 言 論 に 対 し て 、 発 言 、 拍 手 そ の 他 の 方 法 に よ り 、 公

然 と 可 否 を 表 明 し な い こ と 。  

(3)  会 場 内 で は 喫 煙 を し な い こ と 。  

(4)  前 各 号 に 定 め る も の の ほ か 、 会 議 の 秩 序 を 乱 し 、 又 は 妨 害 と な る

よ う な 行 為 を し な い こ と 。  

（ 写 真 、 映 画 等 の 撮 影 及 び 録 音 等 の 禁 止 ）  

第 ８ 条  傍 聴 人 は 、 傍 聴 席 に お い て 写 真 、 映 画 等 を 撮 影 し 、 又 は 録 音 等 を

し て は な ら な い 。 た だ し 、 特 に 委 員 長 等 の 許 可 を 得 た 者 は 、 こ の 限 り で



は な い 。  

（ 傍 聴 人 の 退 場 ）  

第 ９ 条  傍 聴 人 は 、 会 議 を 非 公 開 と す る 委 員 長 等 の 議 決 が あ っ た と き は 、

速 や か に 退 場 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 係 員 の 指 示 ）  

第 10条  傍 聴 人 は 、 す べ て 係 員 の 指 示 に 従 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ 違 反 に 対 す る 措 置 ）  

第 11条  傍 聴 人 が こ の 要 領 に 違 反 し た と き は 、 委 員 長 等 は こ れ を 制 止 し 、

そ の 命 令 に 従 わ な い と き は 、 こ れ を 退 場 さ せ る こ と が で き る 。  

付   則  

 こ の 要 領 は 、 平 成 18年 ７ 月 ３ 日 か ら 施 行 す る 。  


